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1 会議名 第 8 回（仮称）津市久居ホール整備基本計画検討委員会 

2 開催日時 
平成 26 年 1 月 27 日（月）  

午後 1 時 30 分から午後 4 時 15 分まで 

3 開催場所 津市久居庁舎 3 階 301・302 会議室 

4 出席した者の氏名 

（委員） 

稲垣博司、大月淳、大幡貞夫、齋藤満男、佐藤ゆかり、佐橋

俊美、菅内章夫、中森堯子、別所正樹、松浦茂之、山田康彦、

若林善周 

（事務局） 

スポーツ文化振興部長 新家聡 

久居総合支所長 南浦康人 

スポーツ文化振興部次長 市川雅章 

文化振興課長 脇田久三 

久居総合支所地域振興課長 澤井尚 

久居総合支所生活課長 橋本剛至 

文化振興課主幹 木村みどり 

文化振興課副主幹 堀田祐治 

株式会社エルイー創造研究所 川本直義、小澤李紗 

5 内容 

1 第 7 回検討委員会の報告 

2 住民ヒアリング（アンケート）結果の報告 

3 3 月策定までのスケジュールについて 

4 （仮称）津市久居ホール整備基本計画（案）について 

5 意見書の提出について  

6 その他 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 0 人 

8 担当 

スポーツ文化振興部文化振興課事業担当 

電話番号    059-229-3250 

Ｅ-ｍａｉｌ 229-3250＠city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容  次頁以降のとおり 

   

    

 

  

     

  



2 

 

（事務局） 

 

 

（事務局） 

堀田副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐橋委員 

 

 

堀田副主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項書１ 第 7回検討委員会の報告 

 

事項書２ 住民ヒアリング（アンケート）結果の報告 

住民ヒアリング（アンケート）結果の報告につきまして、資料 5

により説明致します。資料 5を御覧ください。アンケートの実施は、

前回の検討委員会で御説明申し上げましたとおり、回答期限を 1 月

20日として実施しました。委員各位には、アンケートの実施と配布

回収等に御協力頂きまして誠にありがとうございました。おかげさ

まで予定通り、実施することができ、今回提示したものは速報版で

すが、御報告させていただきます。 

まず、一般用のアンケートですが、調査の対象としまして、久居

地域の方を対象とし、1 月 9 日開催の津市自治会連合会久居支部役

員幹事会の席で、事務局からアンケートの実施を御依頼、御承諾頂

いた上で、久居地域の各自治会 118におきまして、年齢層別、10代

から 70代までの方々、男女各 1名ずつに回答を御依頼致しました。

対象者としては、1,652 人でした。また、同様に久居地区地域審議

会につきまして、14名の委員の方々にアンケートを御協力頂きまし

た。ポルタひさいふれあいセンターにあります親子の広場の利用者

からは 80人の方々にアンケートを御協力頂きました。以上一般用の

アンケートとしましては・・・ 

 

すいません。今御報告頂きました、ポルタひさいの親子の広場と

書いてありますが、違いまして、「子育て応援広場はぐはぐ」です。 

 

失礼しました。そのように訂正致します。以上、一般用のアンケ

ートは、合計で 1,766 人を対象と致しまして、その結果、１月２４

日到着分で 1,003 人から御回答頂き、回収率は、56.8％でした。集

計の結果につきましては、3 ページ以降を御覧ください。時間の関

係で、詳しくは御説明できませんが、問 1 以降の集計結果をお示し

してあります。それから、9ページ以降 29ページまでは、記述項目

の回答内容を掲載致しました。問 11については一部ですが、掲載し

ました。その中で、たくさん意見はありますが、主な意見としまし

ては、駐車場の確保や小さな子どもからお年寄りまで幅広い世代が

利用しやすい施設を望むといった意見が多数目立ちました。それか

ら 31 ページから 34ページまでは、アンケートの様式です。 

続きまして、（2）利用を想定される団体の集計結果ですが、調査

の対象と致しましては、文化芸術団体関係者、住民団体・企業等利

用が想定される団体をはじめ、今後利用が想定される団体として検

討委員の所属する団体、ポルタひさいふれあいセンター内の交流活

動室の使用団体、さらに久居市民会館のこれまでの利用団体に対し、
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山田会長 

 

 

 

 

（事務局） 

木村主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートを実施し、合計 55団体から回答がありました。回収率は、

64.0％です。回答がありました 55 団体の一覧及び集計結果は、37

ページ以降の表でございます。 

そして、45ページ以降は、記述式の問 12を一覧にまとめました。

利用団体からは、専門的な分野から様々な御意見を頂きました。49

ページから 52ページまでは、利用団体用のアンケート様式です。 

最後に、学校関係です。学校関係のアンケート調査対象としまし

ては、久居地域の小学校、中学校、高等学校全部で 12校を対象とし

て、そのうち 10校から回答頂きました。回収率は、83.3％です。回

答のありました 10 校の一覧と集計結果は、55 ページ以降になりま

す。記述式の問 13では、利用しやすいホールを望むとか、施設利用

料の低料金化などの意見がありました。それから、学校関係の報告

で一つだけ訂正がございます。71ページを御覧ください。久居高校

と久居農林高校のところで、「使用国的」とありますが、これは「使

用目的」の間違いです。お詫びして訂正致します。85ページ以降は

学校関係のアンケート様式です。 

なお、三種類のアンケート以外、ホール運営者向けのヒアリング

につきましては、事務局で別途調査致します。対象は、市内、県内、

県外のホールの運営者です。 

時間の関係で、アンケートの各設問の詳細な報告はできませんで

したが、アンケート結果の報告と致します。 

 

はい。質問ある方は、次の説明を受けた上でお願いします。それ

では、事項 3 の 3 月策定までのスケジュールについて、事務局から

説明お願い致します。 

 

事項書３ ３月策定までのスケジュールについて 

はい。失礼します。それでは、議事 3 の 3 月策定までのスケジュ

ールについて御説明致します。資料 6 を御覧ください。「（仮称）津

市久居ホール整備基本計画のまとめ及び今後の予定について」と題

しまして、1月以降の予定を示しております。順番に読み上げます。

1月 20日久居地域住民アンケート一次締め切り、1月 27日 第 8回

検討委員会（基本理念、基本計画のまとめ方）、2 月上旬 整備基本

計画素案作成、2 月 10 日第 9 回検討委員会（整備基本計画素案）、

整備基本計画案作成、2月 24日市議会協議（整備基本計画案）、2月

26日パブリックコメント開始、3月 27日 パブリックコメント終了、

基本計画調製、3 月 31 日 第 10 回検討委員会（基本計画の説明、

基本設計に係る住民懇話会の説明）、この日を持ちまして、整備基本

計画検討委員会の解散となります。そのあと 4 月以降の予定も参考

として挙げております。こちらは、御一読ください。3 月策定まで
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稲垣委員 

 

 

のスケジュールと致しましては、2月 24日に予定されております、

市議会協議会で整備基本計画案を提出しなくてはいけないというこ

とが、近々の予定となっておりますので、そこから逆算致しまして、

今回の検討委員会の議論を基に、事務局が素案を修正し、市長、副

市長説明など内部の諸手続を考えますと、2月 10 日に第 9回検討委

員会を開催致しまして、もう一度検討して頂き、整備基本計画案と

して仕上げたいと思っています。そして、市議会協議後、2月 26日

からパブリックコメントを開始し、30日間の期間を置き、3月 27日

にパブリックコメントを終了致します。これらの議会やパブリック

コメントで頂いた意見を検討して、意見への対応を行いまして、基

本計画を調製致します。このように確定した整備基本計画を年度末

最後ですが、3 月 31 日に第 10 回検討委員会を開催し、お示しした

いと思います。それをもちまして、この検討委員会は解散という事

に致します。 

このような議会やパブリックコメントの手続き上、申し訳ありま

せんが、事務局と致しましては、次回の検討委員会の日程を 2月 10

日、最終の第 10回検討委員会を 3月 31日にしたいと思います。 

急で申し訳ないのですが、次回は、2月 10月曜日の午後に開催し

たいと思いますが、委員のみなさまの御都合はいかがでしょうか。 

 

2 月 10日は、ちょっと遅めでないと、事務局が難しいとのことで

すので、14：30以降で・・・私個人的には、15時ぐらいにして頂け

ないかと思っています。もう尐し早い方がいいという意見が多けれ

ばよいですが、予定はどうですか。まとめの議論を検討するという

内容になると思いますので、2 時間あれば大丈夫かなと思っていま

す。開始を 15時として、よろしくないという委員さん、いらっしゃ

いますか。 

 

－特になし－ 

 

よろしいですか。一応、そういう形でお願い致します。 

それでは、戻りまして前回の検討委員会の報告について何かお気

づきの点ございますか。よろしいですか。 

それでは、アンケートの方の概略だけ説明頂いたのですが、必要

であれば次回でももう一度議論することはあり得るかなと思ってい

ます。何か現在の段階で、御質問とか御意見とかございますか。 

 

はい。アンケートの結果をそのままさらっと、まとめて頂いてい

ますが、結局アンケートからにじみ出てくる姿、形というのをもう

尐し具体的に絞ってまとめる必要があるのではないかと思うのです
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稲垣副会長 

 

木村主幹 

 

山田会長 

 

 

 

 

 

 

山田会長 

 

が。でないと、この後に基本計画案の提案がありますけど、どうや

って中身を盛り込むかということに響いてくると思います。事務局

として、どのようにお考えでしょうか。 

 

すいません。失礼します。各自治会さんに御協力お願いしており

ますが、1月 20日をとりあえず期限と致しました。20日を越えても

できる限り御回答頂きたいと申し上げてきました。急な中で、たく

さんの御回答頂きました。それで、事務局も時間のある限りまとめ

たのですが、副会長さんが言って頂くところまで作業が間に合いま

せんでした。当然、これから追加される回答も含めまして、データ

分析ができるようまとめていきたいですし、また、この結果を十分

活かしていけるようにまとめたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

はい。他にありますか。 

そうですね、来年に活かしていくと同時に 2月 10日が今年度のあ

る程度のまとめになるので、それと、あまり合わないようなアンケ

ート傾向では困りますので、尐なくてもこの段階では委員のみなさ

まの突合せができればと思います。 

では、先程の副会長さんの御指摘を受けまして進めていこうと思

います。 

  

会長すいません。先程 2月 10日は午後 3時から開始ということで、

また正式な開催通知は送付いたします。それと、第 10 回 3 月 31 日

と予定してありますので、またみなさんも御予定頂きますようによ

ろしくお願いいたします。 

 

3 月 31日は、午後 1時 30 分からでよろしいですか。 

 

はい。3月 31日は、午後 1時 30分からで大丈夫です。 

  

みなさん、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、3 月までのスケジュールについてもよろしいでしょう

か。 

では、次の 4番目の議題に移りたいと思います。 

  

 

事項書４ (仮称）津市久居ホール整備基本計画(案)について 

津市久居ホール整備計画案ということで、検討委員会の成果をま

とめることになると思いますので、十分に議論頂きたいと思います。 
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 まずは、事務局から説明を受けて、その後一度休憩を取って、そ

れで議論をしたいと思います。 

 それでは、説明よろしくお願いいたします。 

 

 失礼します。基本計画素案としてお示し致しました。これまでの

経過も含めながら、説明申し上げたいと思います。尐し長くなりま

すけど、よろしくお願い致します。 

 昨年の 6 月に委員をお願いしまして、久居ホールに係ります基本

計画策定に関する検討ということで、この東鷹跡町に整備をするこ

とに関しましては、何もないところからお願いをしました。もう尐

し具体的で突っ込んだ御意見や御議論が出てくることを御期待頂い

たのかと思いますが、急遽駅東からこちらへ整備地を変えさせて頂

いた、また、駅東の計画については音楽専門ホールであったことな

ど、色々と施設整備の条件が変わったことや市としての明確な方針、

方向性が定まらなかったという中で、色々と御苦労をお掛けしてい

たことを大変申し訳なく思っております。 

しかし、そのような基本となる考えや目的が曖昧なまま進んでい

く、行政主導のやり方だけでは施設の利用の尐なく、大きな問題と

なっている施設も尐なくない状況ですので、初めから意見を頂きな

がらみなさんと一緒に計画を作っていくという部分については、有

識者の御助言を頂きながら会長、副会長始めみなさんの御意見もお

聞かせ頂いて、基礎になる部分は何とかまとめられると思っており

ます。 

先程 3 月までの基本計画作成スケジュールを御説明しましたが、

基本計画策定は今年度の行政的な仕事ということで、これまでの御

議論の中で仕上げていく必要がありますが、そうなりますと 3 月末

までに色々な手続きを経ながらようやく出来上がることになります

ので、そういう意味でお叱りを受けるかも知れないですが、時間が

あまりないので今回基本計画の中身の部分につきまして、基本理念

や整備の考え方、機能別の整備方針、活動及び事業のあり方をこの

時点でしっかりと整理して、大変構想的なものになりますが、この

整備事業の基本的な事項をまとめていきたいと思います。素案とい

うことで資料 7 の通り、本日御協議を頂くたたき台を作りましたの

で、このたたき台について説明したいと思います。 

時間がないというのは、先程も申し上げましたし、前回も触れて

いるので大変恐縮なのですが、この点は御理解頂きたいと言います

か、本年度の事業として基本計画を策定する必要がありますので、3

月末までの時間で、色々な手続きを考えますと、突っ込んだ議論の

時間がないことを申し上げていますので、これから先にも時間がな

いということではないので、また来年度色々な議論を進めていきた
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いと思っております。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

尐し前置きが長くなりましたが、整備基本計画概要素案につきま

して、説明致しますので、資料 7 を御覧ください。この資料はまだ

概要素案ということでみなさんの御議論、御検討のたたき台でござ

います。ただ基本理念や考え方は、御提示しております。その他、

現状や経過など、そのような部分につきましては、まとめ方を示さ

せているだけで、このように作りますという御提示をするだけと致

します。 

整備基本計画（書）の構成としていますが、計画書はこういう順

序で作成していくということで、項目を並べています。 

最初に、はじめに（策定に当たって）ということで、この計画の

大元は、旧久居市時代に計画されていまして、合併後の新市に合併

合意事業ということで、引き継がれた事業でございます。新市の総

合計画におきましては、久居駅周辺地区を副都市核として位置付け

て、賑わい性を高める副次的なまちづくりを進めるとしておりまし

て、ホール施設はその中の一つで、本市の文化振興の市内や久居の

ホール施設の現状などを考慮した上で、今回（仮称）津市久居ホー

ルの整備のための基本計画を策定するということをしております。 

次に、基本理念、基本的な考え方ですが、ここからが第一章でま

とめるところとしています。今日、一番御議論頂きたい部分です。

（1）基本理念ですが、文化芸術振興基本法や劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律、以下劇場法と呼ばせて頂きますが、そのような関

係する目的、現在の社会情勢を簡単にまとめ、そのあと理念にかけ

て、本市の状況をまとめています。そういった現状の中で、これま

でにない劇場法を意識した、活力ある社会を構築するための文化芸

術の継承、創造、発信の場となる文化芸術創造拠点としての施設の

基本理念を「地域再生と活性化」「学びと交流」「独自性ある文化

芸術の創造と発信」としています。 

次に、（2）基本的な考え方①テーマですが、これまでの文化ホー

ル等の施設は、文化芸術活動を行う方々に限られた利用でした。そ

のため、基本理念に基づいた地域の開かれた憩いの場として、気軽

に訪れることができ、かつ、施設空間における交流、学習、発信に

より地域住民が、文化芸術を身近なものと感じ、感動を与える魅力

ある施設とするために、「地域をつなぐ独自性のある文化芸術の創

造拠点」ということをテーマとしています。 

②概念ですが、たくさんの市民が気軽にホールに集まって、文化

芸術活動の拠点として活動する市民の交流が促進され、独自性のあ

る文化芸術の創造と人材育成、情報発信を促進し、そのつながりを

どんどんつなげて、文化芸術活動による地域の活性化を図っていけ

るような記述としています。 
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③基本方針ですが、基本理念に基づいた方針を定め、施設テーマ

をめざした今後の計画に反映をしていきます。 

最初に「地域再生と活性化」に向けた基本方針は、この施設にお

ける文化芸術活動を通したまちづくり活動に取り組んで、副都市核

に位置付ける久居駅周辺地区の賑わいを創出する。また、多くの市

民が集まる魅力あるホールとして、久居駅周辺地区内の商店街など

の再生など商業の活性化を図れればと思っています。 

それから「学びと交流」に向けた基本方針としては、この施設に

おける次世代人材育成を図るため、幼尐期における教育など子ども

の文化芸術に触れる機会を提供する。また、不足する練習場の確保

や体験を促進する稽古や学びの場所を提供する。市民の交流促進に

も取り組み、誰でも文化芸術に触れられる機会を創るとしています。 

それから「独自性ある文化芸術の創造と発信」に向けた基本方針

としましては、地域ならではの発想による経営、企画、管理を考え

る組織づくりに取り組んで、市民が愛着を持てる地域のシンボルと

する。また、久居地域に根付いてきた歴史や伝統を継承し、地域の

特色が出せる施設として発信するとしています。ここまでが、第一

章となります。 

第二章は、（仮称）津市久居ホール整備の目的として、これまで

の経過、整備背景、市の計画の整理、文化振興の地域の現状と課題

などここに挙げておりますようなことに基づきまして、文章にまと

めたいと思っております。整備にかかる諸条件と致しましては、ま

ちづくりとしての方向性、市民や地域社会の賛同、支援、市の健全

な行財政の確保、整備用地に関する諸条件の 4 点について、ここに

ありますようなことでまとめていきたいと思います。そして、整備

基本計画策定の目的として、整備基本計画検討委員会を設置させて

頂いて、検討頂いたこと、時間が足りなかったことは、基本設計の

中で市民参加で行い、今後の議論の円滑な推進と、完成後は、たく

さんの市民が集まって頂ける、また市民が誇りに思って頂けること

を目的としたいと思います。 

それから、第三章求められる機能及び活動、事業のあり方ですが、

ここも本日十分に御議論頂きたいところでございます。①機能別の

整備方針ですが、ホール機能に関しては、専門ホールに限定せず、

多目的に利用できるホールとして、これまでの多目的ホールにあり

がちな欠点を補うような利用を考えます。なお、ホールの規模につ

きましては、今後の利用計画と市の財政状況等を踏まえた突っ込ん

だ言動をまだまだやっておりませんので、とりあえず、みなさんか

ら意見が出ております、300 席～1,000席の範囲として、今後の基本

設計の中で詰めていきたいと思います。 

練習機能としては、どれぐらいの利用が見込めるかなど、普段の
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活動規模に合わせた練習場を備えます。 

展示・創造機能としては、市民の美術・工芸の創造及び発表の場

となる展示ギャラリーや創造工房などを備えます。 

市民活動機能としては、文化ホールが担う、人と情報の交流が図

れるよう、文化芸術団体活動が支援できる機能を備えます。 

行政、窓口機能としては、市民参加と市民サービスの向上を促進

する創造する施設とするため、事務管理機能と合わせた、総合支所

のサテライト機能や自治会を中心とした市民団体支援機能とそれに

伴う行政機能を備えます。 

情報、交流、広場機能としては、創造・鑑賞・交流・情報収集機

能として、何度でも施設を訪れ、ロビー等の空間を含めた、市民に

親しみのある憩いの場を備えます。 

外部空間機能としましては、隣接するふるさと文学館と連携した、

歴史ある地にふさわしい創造活動に活用ができる機能を考えます。

またたくさんの市民が集まる施設をめざしているため、駐車場の確

保ため、施設周辺の私有地買収等を進めたいと思います。 

②活動のあり方ですが、市民活動としましては、たくさんの市民

が気軽にホールに訪れる機会が文化芸術に触れあう機会となること

を推進します。 

企業活動としましては、企業の文化芸術活動の推進と創造できる

場としての活用を推進します。 

学校活動としましては、生徒や児童等の文化芸術活動が推進でき、

創造できる活動を推進します。 

③の事業のあり方ですが、津市久居ホールにおける事業として、5

つの事業を挙げました。まず、協働事業としては、市民参加を促進

する事業として、産学官民が連携を図った事業企画や、学校や企業

に蓄積された人材や技術が生かせる事業を推進します。 

創造事業は、独自性のある自主企画を、主体的に制作するなどし

て、劇場法を意識した、実演芸術の創造を推進します。 

鑑賞事業は、民間の専門家等と連携方法を模索し、質の高い鑑賞

事業を推進します。 

国内、国際交流事業は、国内外の優れた芸術や芸術家の紹介、外

国人との交流など、異文化との出会いを推進します。 

貸館事業としましては、各種機能空間を貸し出し、広い分野にお

ける文化活動の創造・発表の場を提供します。 

次に、第四章施設の管理運営のあり方ですが、まず施設管理です

が、施設管理の効率化を図るため、民間ノウハウ等の導入も視野に

入れ、専門性のある職員の配置や指定管理者制度の導入を検討しま

す。 

企画運営は、市民の誰もが参画できる地域 NPO の設置による企画
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山田会長 

 

 

 

大月委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営や民間ノウハウを持った指定管理者制度の導入を検討します。 

次に第五章整備計画及び整備資金、スケジュールということで、

まず建設整備計画ですが、第三章の①機能別の整備方針のホール機

能で御説明しましたが、ホール規模としましては 300 席から 1,000

席ということで、今のところ今後の基本設計で検討すると申し上げ

ました。この中では約 500 席、700席、900席としてありますが、そ

ういった席数規模の範囲で、色んな 300、600、900 とか 3 パターン

ぐらいの平面図と立面図を作成しながら、パターン別に概算事業費

を算出したいと思います。また、これに伴う駐車場の必要性や規模

等を決めていきたいと考えております。 

次に、施設管理企画運営計画としては、指定管理者制度や NPO等、

地域の参画等を計画致します。 

整備資金計画につきましては、国が交付する国庫交付金や合併特

例債をお示し致します。 

最後に、整備スケジュールとして、完成までの今後の予定スケジ

ュールを示します。以上のような形で基本計画としてまとめたいと

思っています。 

特に、第一章の基本理念、基本的な考え方のところと、第三章の

求められる機能及び活動、事業のあり方についてはたたき台的なこ

とを書かせて頂きましたので、この辺を中心に御議論頂きたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

はい。どうもありがとうございました。それでは、休憩しながら

改めて御質問や御意見をまとめて頂くということで、10 分ぐらい休

憩をしたいと思います。 

 

すいません。今、さらっと事務局から説明がありましたけど、各

テーブルに一部ずつ武豊町民会館と可児市文化創造センターと三次

市民ホールの基本計画に当たるような参考事例として、用意されて

います。御参考下さいと言われても中々お分かりにならないと思い

ますので、先に御説明しておいた方がよいと思いまして。 

以前、第 2 回の検討委員会で、そもそも基本計画って何かという

お話を致しました。その基本計画というのは、次の段階である設計

につながるその前段階であるという位置付けの話をしています。先

程、3月以降のスケジュールの話もありましたが、実際このプロジェ

クトの設計者を選定して、実際設計作業にかかっていくわけですよ

ね。その中で市民参加という話があったわけですが、設計作業に入

るためのベースとなる概要をまとめたものが、基本計画であるとい

うお話をしました。 

基本計画に対して、基本構想もありますというお話もしています。
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可児の場合がそういう事例で、基本構想基本計画というように、実

は一冊になっていますが、基本構想と基本計画両方が綴じられてい

ます。まず基本構想が策定されて、その後にまた基本計画の内容を

詰めていって策定されているという形です。この場合は、きちんと

順序を踏んで理想的な形でプロジェクトが進行しているというお話

をしたかと思います。 

それに対しまして、武豊に関しては、表紙に書いてあるのですが、

「本紙では、武豊町民会館基本構想、武豊町民会館施設運営計画報

告書を抜粋し、実施設計ベースで修正しました。」と書いてあるの

で、基本計画という名前がそもそも出てきていない。基本構想とい

う名前は出てきているのですが、基本構想そのものでもないという

ことです。基本構想から基本計画がないまま、運営計画を策定して、

さらにこれは設計者が選定されて選ばれた後に、これまでの経過を

踏まえて進行とともにまとめられた冊子だということですね。 

三次市は、私が関わっているわけではないので、詳細は分かりか

ねますが、さっと見たところでは、おそらく事務局の方でインター

ネットなどで探されて、一般的に世の中に出回っているので、みな

さんも検索して頂ければ見つけられる基本計画の事例です。全くタ

イプの違う三種類の冊子があるということです。 

私が第 2 回の時にお話をしたように、基本計画なり基本構想とい

うものはそもそも、こういう内容がきちんと含まれてないといけな

いという確固としたものはないのです。今回素案として、久居ホー

ルに対して事務局で用意して頂いたものに関してもこれが正しいと

いうものではなく、いわゆる世の中一般で、いろいろなバリエーシ

ョンがある中で、現時点、この久居において作れるものとしてまと

められたそういう御理解をして頂くのがよいと思います。 

さらに補足を言いますと、先程も御説明がありましたが、本来基

本計画で詰めるべきところが、基本構想レベルに終わっていて、そ

れを基本設計段階に先送りするような形になっていると。そういう

意味では、可児の例でいえば、まさに基本構想レベル。可児でいう

基本計画ほど細かい内容を記述するに至っていない。そういったレ

ベルのものであるという御理解を頂ければいいかと思います。 

ですので、この説明なく参考事例を御覧いただくと、そもそも基

本計画ってどこまで書かなくてはいけないという疑問が出てきます

ので、あらかじめ説明した形です。 

休み時間に冊子を御覧頂きながら、それぞれそういうことが書い

てあるのかと御確認頂きながら、この久居の基本計画素案を、御議

論御検討頂ければ、いいかなと思います。 

また、御質問等ありましたらお答え致しますので、とりあえず説

明は以上です。 
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はい。ありがとうございました。こういうまとめる方向があると

いうことですね。では、休憩と致します。 

 

～休憩～ 

 

それでは、再開をしたいと思います。今日は、最初の 1～3の議題

がかなり効率的に終わりましたので、ある程度時間が取れます。最

初に全体的に意見交換をして、具体的にといいますか率直なところ

で、せっかくグループを分けた形になっているので、色んな御意見

を頂くように 20分～30分グループでの議論をしたいと思います。そ

の際には、事務局の方もエルイー創造研究所の方も入って頂いて、

みなさんの御意見を受け取っていくような形で進めたいと思いま

す。 

 まず、資料 7について、御意見頂きたいと思います。事務局から 1

番の基本理念、基本的な考え方。これは 1 ページから 4 ページ目ぐ

らいに書いてあります。5ページから求められる機能及び活動、事業

のあり方、この辺も御意見下さいとのことでした。いかがでしょう

か。 

 

 失礼します。3点お願いします。まず 1点目ですが、大きく 3つ書

いてあります、「地域再生と活性化」「学びと交流」「独自性ある

文化芸術の創造と発信」という三本柱ですが、私が思うには、1番と

3番と逆ではないかと思います。お役所的に総合計画から考えていく

と、「地域再生と活性化」が先に来ると思いますが、やはり、文化

ホールを作るという観点からすると、この 3 番目の「独自性ある文

化芸術の創造と発信」が 1 番に来て、副次的な「地域再生と活性化」

は 3 番でよいのではないかと思います。 

 2 点目ですが、企画運営や施設管理は誰がするのかということをあ

ちこちに書いて頂いていますが、もう尐し私たちで議論を深めるべ

きではないかと思いました。特に、もし、民間がやるとなった場合、

この地域に担い手がいるかどうかということも含めて議論が必要で

はないかと思いました。 

 3 点目ですが、今のと尐し関連すると思いますが、長久手や武豊の

ように、次のステップとなる運営委員会の立ち上げと、そこで作る

マスタープランについても、計画の中に明記が必要ではないかと思

いました。さらっと基本設計も引き続き市民参加型の方法で行い、

と書いてあります。もう尐し突っ込んだ書き方で記載してほしい。

資料 6 に基本設計に係る住民協議会参加者募集開始と書いてありま

すが、住民懇話会という言葉をしっかりペーパーの中に入れてほし
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山田会長 

 

 

いと思いました。以上です。 

 

 はい。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。今の佐

藤委員さんに対する応答でも構いませんし、新しい御意見でも構い

ません。 

 

 私からも御質問というか、文言のことでお聞かせ頂きたいです。

一つが、2枚目の裏の「地域も経営、企画、管理を考えるマネジメン

ト機能を備えます」とありますが、ぴんと来ない表現で、何を意図

して書かれているのかお聞きしたいことと、二つ目は、座席数の表

記に関して 300席～1,000 席ということで、規模別パターン 500席、

700 席、900席というところがいくつか触れられているのですが、お

そらくこの委員会では、可変か 1 階 2 階の分離使用ができるイメー

ジを委員が多数持っています。それが基本計画では、この書き方で

すと、例えば 600 席の固定席になる書き方になっています。それは

果たして今までの検討の過程を経た基本計画として相応しいのかど

うか。 

三つ目は、後ろから 2枚目の裏面、事業のあり方についてですが、

協働、創造、鑑賞、国内、国際交流、貸館と分かれていますが、2

つ目の創造のところで、業界の中で創造というとやはり作品を作っ

て発表するということが創造事業と言いますので、この文にある学

習、交流、講座、ワークショップなどは、私が説明した中では普及

育成で、創造とは別の事業ジャンルになりますので、分けた方がわ

かりやすいのではないかと思います。 

 それから、四つ目は、最後のページの地域 NPO などによる企画運

営という文言がありますが、武豊町民会館の場合は地域 NPO がその

まま指定管理者になっています。長久手市文化の家では、フレンズ

という劇場の友の会の会員さんが企画運営公演までやる事業が年間

1、2 つあります。どちらを意図されているのかなと。指定管理者は、

基本的に施設管理と事業もほぼ全てやり切りますので、それと別で

NPO 企画を入れるという意味なのか、それとも指定管理者の担い手と

して地域 NPOを期待されているのか。 

 あと、細かいこと言えば、文言を精査しないとあらゆる美しい文

言をこんなに入れているので、逆に見にくくなっている。行政の文

章でよくあるパターンで、シンプルに書いてこれを言ってるとわか

るように文章を整理していったほうがよいと思います。以上です。 

 

 はい。御質問が出たことに関しては、事務局から応答してもらお

うかと思います。 
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 すいません。今回は、たたき台ということで、挙げさせて頂きま

したので、これから仕上げていくための色んな御意見を頂きたいと

思っております。色んなことを並べただけかもわかりませんので、

ちょっとそこら辺は御議論を頂きたいところです。 

 今、御質問頂いたことですが、2枚目の裏側ですね。地域 NPOのよ

うな形の中で、色々な企画管理ができる地域の団体をイメージして

作っております。 

 それから、席数の話は、300 席から 1,000 席という中で、今後の

検討によると致しましたので、とりあえず希望で 3 パターンぐらい

をここへ入れて、こういう形のということで挙げようかと思ってい

ました。当然議論の中では、可変式の話もありましたので、ここら

辺も含めて御議論頂けたらと思います。 

 それから、企画運営の話ですが、松浦委員が言われたこと全ての

パターンがあるのかなと思います。そこら辺も今後検討していくと

いう形で書きました。そういう意味では、まだ色々な可能性がある

ということで書いております。 

いづれにしても、まだたたき台ということで、お示し致しました

ので、御意見を頂いていきたいなと思います。 

それと、佐藤委員さんに御指摘頂いた基本理念の 3 つの順序です

が、言われるように文化施設なのでそういう順序がいいのかと思い

ます。ただ、この時点で順番を決めたわけではありませんでしたの

で、このように書かせて頂きました。以上です。 

  

 はい。それでは、中森委員さんお願いします。 

 

すいません。この資料を先に送って頂いた時に感じたのは、検討

委員会の最初の頃に長久手市文化の家や武豊町民会館に連れて行っ

てもらったのですが、ギャラリーがあまり印象的なものがなかった

のです。もうちょっと回を重ねるたびにギャラリーについての検討

もあるかと思っていたのですが、漠然とギャラリーというだけで、

市民がどのようなものを要求しているかに関しては、置き去りにさ

れているような感じがあります。この間もギャラリーをみんなの使

いやすいスペースのものにとお願いして、そうすると約 5,000 ㎡の

敷地に入れるのは無理だからある程度実用化するには駐車場を拡張

してはという話も出たと思いますが、基本計画素案が出てきた時点

でもギャラリーは放られているというイメージが私の中にはありま

すので、3月 31日にきちんとしたものができるまでには、ギャラリ

ーについても、もう尐し検討して頂きたいと思います。 

 それと、みなさんの協力を得てアンケート取って頂きました。そ

のアンケートの重要さをどこまで重要視されるのか。特に学校は、
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学校行事で使用したいと。それには、前の大きい市民会館を利用し

ていたから、それぐらいの会館がほしいと書いてみえますので、そ

ういうこれからの若い人たちのためになるようなものを私たちは検

討して作って頂けるようにするための検討委員だと私は思いました

ので、この場を借りてお願いしていきたいと思います。 

 

 失礼します。一枚目の裏面で、中ほど上段に「このような状況の

中、平成 24年施行された「劇場法」を意識した」と書いてあります

が、意識するというのは、何となくちょっとこっちを見て気にする

っていう程度に受け止めてしまうような気がします。劇場法に基づ

いて作るということが大前提になっているので、ここのところはも

っとはっきりと言葉でも活字でも出さないといけないのではという

のが一つ感じたところです。 

それと、津市全体にある他のホール、会館と久居ホールとは、何

がどう違うのかをはっきり謳ってないように感じます。劇場法に基

づいているものはどう違うのか。久居地域の方のためという色を出

しながら、津市みんなのものであるようなどっちでもあるんでしょ

うけれども、劇場法に基づいて津市のものということをもっとはっ

きりとさせたほうがよいのではないのかと思うのです。そうすると、

他のホールとの施設の利用、役割分担が見えてくるように思います。

いずれにしても劇場法に基づいた施設を作るんだということをもっ

とはっきり謳う。それが、どんな意味になっていくものかをはっき

りと出して、従来の施設とはここが違うよということがわかるよう

に構想の段階でもう尐し明確にしないと、なかなか次に計画建てる

時、結局曖昧模糊の多目的なということになるのではないかなと思

いました。ありがとうございました。 

 

 はい。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

 はい。すいません、菅内です。 

はじめにのところですが、久居市民会館が使用中止になってから

約 1 年経ちましたが、1,000 席規模の施設を利用していた方々が 1

年もの間使えないことになるということから、このホールの建設と

いう話に至った一因だと思いますが、その部分が全く触れられてい

ないので、その辺を尐し含んで頂きたいです。 

 津市内にある他のホール施設と久居ホールとの違い、劇場法に則

った施設を作ることをもうちょっと強調してほしい。 

 それから、最後のページに建設整備計画の 3 パターンがあります

が、前節で座席数が 300 席から 1,000 席という意見があるにも関わ

らず、1,000 席を割愛して 900 席としているのが納得いかないので
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す。300席というのは、500 席でカバーできると思うのですが、1,000

席という意見がここでは 900 席で縮小されています。できましたら

1,000 席という意見を尊重して頂いて、最終的なものは 900席ではな

く 1,000 席で御検討頂きたいと思います。以上です。 

 

 はい。ありがとうございます。 

 

稲垣でございます。先程、この席周辺の人たちと、雑談的に話し

ていたのですが、文言的には非常によくまとめて頂いて、今までみ

なさん議論されておったことが感覚的には網羅されていると思いま

す。かなりきれいな文言が並んでいますので、これを 100％とは言い

ませんが、80％も実現しようと思うと大変なことだなということが

正直な実感でございます。一つ一つ詰めていきますと、ポルタひさ

いの 3 階の市民ギャラリーと研修室の全部を使って、市展などをや

っています。従って、ギャラリーをどうするかと同時に、市展を今

後どうするかという問題に大きく響いて参りまして、下手に敷地が

こうだからということで、本当に地元のギャラリー的なもので容積

が小さいと市展がどこかにいってしまうということが現実にあっ

て、本当にギャラリーを必要とするのであれば、市展が継続して、

尐なくとも半分はこちらへ作品展ができるようなスペース、ポルタ 3

階の様子が即浮かびますけど、そういうものを具体的に検討しなが

らもう尐し一つ一つ中身を詰めた話にしないと、基本計画までとて

もいかず、言わば構想的のようなもので終わってしまって残念だな

と思っております。これを言うのも時間切れでいかんともし難しで、

今後引き継いでいく住民懇話会にどうやって意思をつなぐかという

ことと、懇話会もこれから大変な作業が残っているなと、ましてや

企画・運営については全く議論の中に出てきていませんので、NPO、

その他色々話としては出てきますが、現実的にそういう NPO 組織が

あるのかないのか。私は、イメージ的に全くないものですから、書

くのは簡単ですが、これを実現させるのは相当難しい話になりはし

ないのかと今からそう思っておりまして、時が経つと尻すぼみにな

っていく話では困るので、もうちょっと基本計画については、具体

的に詰めたかったというのが、正直な実感です。 

アンケートもしっかり検証して、どういう風に構想に盛り込んで

いくかが大事な作業だと思います。あれだけみなさん協力して出し

て頂いたので、そういうことも含めてまだまだこの文章については

もっともっと充実する必要がありはしないかなということを非常に

危惧をして考えております。以上です。 

 

はい。ありがとうございました。他にいかがですか。今まで色々
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な御意見を頂いておりますが、私もそう思うとか、ちょっと違うと

か含めて、新しい御意見でも結構ですので。 

確かに、今回の基本計画にいろんな御指摘のところをよりクリア

な形で、文章を書いていくことは、必要かと思いますが、ただ、い

くら文章がクリアでも中身が決着をしていない部分は、なかなか書

けないと言いますか、ギャラリーをどのくらいの規模にするのかや

どのくらいまともなギャラリーにするのかによって、例えば、エレ

ベーター等も全然違ってきます。例えば、今の三重県総合文化セン

ターのギャラリー用エレベーターも美術に対応しようとすると本当

は対応出来ていない。だから、そういうことを含めて実は、細かく

検討しなければいけないです。 

それから、劇場法に対応するということと、どのくらいの規模と

広さのホールを作ることができるのかということをどの程度のとこ

ろで両立できるのか、ギリギリの詰めみたいなものが必要になって

きたり、例えば、地域の今後の運営のあり方で、地域の NPO の方が

主になっていくのか、指定管理に行くのか、直営なのか、そしてま

たそれらが合同していくのか、ここら辺をそう簡単に決着をできな

い。御指摘の頂いた点は、本当に十分に煮詰められていない点を、

御指摘頂いているのだなと思っていて、そこら辺をどうやって酌み

ながら、基本計画を出来る限り、より明確な形で作っていくことが

求められていると思います。 

もう尐し、色んな具体的な詳細なところでも御意見が色々あると

思いますので、一旦グループで、事務局やエルイー創造研究所も入

りながら、率直なところの御議論を頂こうと思います。まずは、20

分ぐらい考えて頂いて、またどなたかにこんな意見が出ていると御

発言頂くような形にしていきたいと思います。20 分で議論が足りな

いようでしたら、私が時間を見て調整致します。 

それでは、お願いいたします。 

 

～グループワーク～ 

 

エルイー創造研究所の川本です。まず、基本計画に 7 ページまで

ページ数を振っております。（資料にはページ数の記載なし） 

では、1 ページの「はじめに」のところで、まず第一番に、久居

の再生が鍵だということを言わなくてはいけない。久居市民会館が、

老朽化して休館になり、文化活動の核となるホールがなくなってし

まった。久居の街を活性化させることが第一にあり、もう一つは、

劇場法が出来て、津市には劇場法に基づいたホールがない中で、今

回ホールを作るというチャンスが巡ってきた。この久居に、津市全

体の中で津市の独自性のあるホールを作ることが大事だという 2 つ
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があるではないかと。その並立した 2 つのコンセプトに基づいて作

りますと謳っておいて、基本理念もそのように説明をしていっては

どうか。基本理念は、「独自性ある文化芸術の創造と発信」はどち

らかというと津市の話で、津市が専門劇場を持つべきだということ

です。もう一つの柱として「地域再生と活性化」。この 2 つがあっ

て、それを下支えするベースとして、「学びと交流」がある。その

3つを基本理念にしてはどうかという話です。 

次にテーマですが、「久居の活性化」の話、「学びと交流」につ

いては市民参加の話、地域からの文化の発信、交流、学びという意

見は「学びと交流」の項目になるだろうと。「独自性ある文化芸術

の創造と発信」は、津市全体の中での独自性だということをきちん

と明記しておいたほうがよい。それは、地域のシンボルという書き

方は逆におかしくて、津市としての独自性を書かなくてはいけない。

「地域も経営、企画、管理を考えるマネジメント」は担い手につい

ての不安や「経営」という言葉は不要ではないかという意見があり

ました。その辺は、久居の話ではなく、津市の話にしたほうがよい

ということです。 

求められる機能については、ホール機能、練習機能、展示・創造

機能、市民活動機能というのは、全て共存させることが大事だとい

うこと。300 から 1,000 席と書いてあるけど、これについては「可

変」もしくは「分離使用」ということが検討委員会のみなさんの意

見ではないかということ。それから、展示・創造機能については、

以前の検討委員会でもギャラリーは 1,000 ㎡ぐらいではないかとい

う話も出ましたので、もう尐し規模も具体化していったらよいので

はないかということでした。 

情報、交流、広場機能は、ここに気楽に立ち寄ってもらい、例え

ばお弁当を広げたりできる場所だということをきちんと記載してお

いたほうがよいという意見がありました。 

活動のあり方については、そもそもこの項目が要るのか疑問だと

いう意見がありました。どちらかというとその次の項目の事業のあ

り方に記載されている、貸館事業に近いのではないかということで

した。事業のあり方も、さっき言っていた津市の独自性を出す、劇

場法に対応することと久居地域の再生ということ、大きく 2 つの柱

があるので、そこを意識してまとめていったほうがよいということ

でした。協働事業、創造事業、普及育成事業、鑑賞事業などを、独

自性を出す事業として位置付け、貸館事業については、久居地域の

活性化と再生を意識した事業として、市民・企業・学校などの活動

に使ってもらうというストーリーにしました。 

あと、5.整備計画及び整備資金、スケジュールのところですが、

ホール規模のパターンが、500席、700席、900席と書いてあります
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が、300 席から意見があったといっても、小さい規模だけでいいよ

という話はあまり出ていない。パターンとしては、600席、800席、

1,000 席ということでもよいのではないかと。催し物に応じた対応

が可能なホールを作るべきだとしたほうがよい。そのための方法と

して、可変や分離使用という方法論があるわけです。それと、ここ

で計画上の課題を示すべきではないかという意見がありました。理

想ばかり書いていますが、実際はこの敷地の中で計画すると大きい

ホールを作れば他の機能が厳しくなるとかいうやりとりがあるわけ

です。そこら辺もきちんと計画上の課題を書いて、これからみんな

で決めなくてはいけないところを明確にしていこうという意見が出

ました。 

 

どうもありがとうございました。では、もう一つのグループお願

いします。 

 

エルイー創造研究所の小澤です。よろしくお願いします。 

まず、基本理念についてはみなさん大体文言はよいということで

したが、先程御意見がありましたように、並び順が「独自性ある文

化芸術の創造と発信」が一番初めにしたほうがよいだろうというこ

とでした。 

次に、テーマも「地域をつなぐ独自性ある文化芸術の創造拠点」

でよいとのことでした。ただ、突っ込んでみなさんの意見を聞けな

かったのでここはもう尐し意見を聞ければよかったと思いました。 

次に、4ページの 2.（仮称）津市久居ホール整備の目的 （2）上

位計画の整理 ③に記載のある「文化施設の経営改善」ですが、経

営だけではなく、津市全体の他の施設も含めて企画、運営、管理を

もう尐ししっかりと整理して、この施設にも活かせるようなことを

書き込んでほしいという意見がありました。 

次に 5ページの 3.求められる機能及び活動、事業のあり方ですが、

下から 3 番目の市民活動機能と 4 番目の行政、窓口機能について、

行政、窓口機能のところに自治会等の市民団体の支援とありますが、

「文化団体の支援」と「その他の市民団体の支援」と「行政機能」

と分けた方がよいのではないかということで、この二つの項目に加

えて、市民文化団体活動の支援機能のようなことを入れてはどうか

という意見がありました。 

最後のページの 5.整備計画及び整備資金、スケジュールのところ

で、3 パターン程度と書いてありますが、固定的な数字しか書いて

ありません。この検討委員会でずっと「可変」という言葉が出てき

たので、そういう意見があったことがわかるようにしてほしいとい

う意見がありました。 
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あと他に、アンケート結果を基本計画に入れた方がよいという意

見がありました。アンケートには、検討委員だけではなく他の市民

の意見も入り込んでいるので、アンケートも重要視して入れた方が

よいという意見がありました。 

また、懇話会の方は、先程も入れた方がよいという意見がありま

したが、そちらのメンバーには、検討委員会の継続性のあるメンバ

ーも入れた方がよいのではないかという意見がありました。 

あと、先程のグループもありましたが、例えばギャラリーはどれ

ぐらいだとか、もう尐し規模の面で数字をしっかり書いたほうがよ

いのではという意見もありました。 

以上です。何か補足ありましたらお願いします。 

 

はい。ありがとうございました。それでは、今の御意見を踏まえ

て、事務局も御検討頂いて、2月 10日にまずは私たちのまとめをし

ていきたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、最後の事項に移ります。 

最後の事項は、意見書の提出についてです。こちらについて、事

務局から御説明頂いてもよろしいですか。お願いします。 

 

事項書５ 意見書の提出について 

 失礼します。意見書の提出について御説明致します。この意見書

は、今回、初めてお出しします。基本計画の策定に係ります検討を

お願いして参りましたことは、本日も、事項の中でも何度か御説明

致しました。6月から今日まで検討頂きまして、先程から計画素案、

特に考え方など構想的な部分を御協議頂いております。みなさんの

立場からも計画が推進できるように、検討委員会の議論をまとめた、

意見書という形で御提出をして頂ければと考えております。 

このことについては、今回の検討委員会の開催に先立って、会長、

副会長と打合せをした中で、稲垣副会長から意見書の提出は必要で

はないかという御意見を頂きまして、私たち部内と市長、副市長と

も協議をした結果、このような形を取るべきという判断を頂きまし

た。意見書もたたき台ということで別紙の通り作成しておりますが、

本来は、今議論頂きました基本計画の素案が出来て、意見書が出来

るという流れですので、お出しするのは尐し早いですが、先ほどス

ケジュールで出しましたように、2月 10日に何とか基本計画の素案

を策定し、同時に意見書も頂きたいということでたたき台として御

提案しております。そういうことで、資料 9を御覧ください。 

当委員会設置要綱第 2 条に基づきます計画素案への意見を申し述

べて頂くのを市長宛ての意見書という形で頂きたいと思います。そ

れで、この意見書も急遽作りましたので、大変申し訳ないですが、
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文面等も整理をしていかないといけません。そこら辺も含めてたた

き台ということで御提示致しますので、御検討頂きたいと思います。 

これについても、次回決めて頂くことになりますので、今日御議

論頂く、また、持ち帰って頂いて何日間かの間に御意見頂くなどし

て進めたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

はい。ということで、基本計画に検討委員会からの意見書も付け

ることになるということでした。 

もう一回 2月 10日に議論するとのことでしたが、何かお気づきの

点がありましたら、御指摘をお願いします。 

 

はい。9番の内容がよくわからないのですが。 

  

では、9 番に込められた意味みたいなことを、解説できましたら

お願いいたします。 

 

はい。意見書は、たたき台ということで、計画概要素案に沿って

作っています。それで、9 番に当たります部分は、「3.求められる

機能及び活動、事業のあり方」の外部空間機能という項目に書いて

あります。こういうことができる機能を備えて進めてほしいという

ようなことで書いています。 

 

はい。基本計画の「3.求められる機能及び活動、事業のあり方」

外部空間機能に書いてあるのですね。基本計画には、駐車場のこと

も記載してあるのですね。でも駐車場のことについては、10番に書

いてあるので、上段の意味でということですね。 

菅内委員さんよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

では、他に、よろしいですか。 

 

はい。先ほど、素案の検討の段階で尐し整理をしながら見ていた

のですが、今回意見書の文面を拝見して、ここで御確認頂いた方が

いいかなと思う点がありましたので、お話します。 

意見書の 8 番で、「ホールにたくさんの人が」と書かれています

が、非常にややこしい単語が「ホール」なんですね。これから考え

ようとしている施設が「津市久居ホール」、仮称ですが固有名詞に

ホールと付いています。それに対して、ホール機能というような形

でホールと出てくる。施設の中にホールがあり、ホール以外にも色
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んな機能が入っているような構成の施設を考えようとしている。「ホ

ール」という言葉を大雑把に使ってしまうために、その施設全体を

指しているのか、ホール部分を指しているのか、混ざってしまう。

このことは、基本計画の素案でも同じことです。先程、御検討頂い

た中で、津市と久居地域の切り分けをしたほうがいいですよという

御意見が出ていましたが、このように施設とホール部分の切り分け

をきちんとして、その違いがわかるような表記を全体に行き渡らせ

ないと、いろんなところで誤解が生まれると思います。非常に重要

なポイントですので、お話をしておきます。 

時間もありますので、これはまた事務局の方で意識して頂いて、

修正頂いたのを次回また確認するという形でよいかと思います。 

 

はい。ありがとうございました。そういうわかりにくさを払拭す

るためには、会館全体を指す場合は、「ホール」という言葉を使わ

ない方がわかりやすいといえば、わかりやすいかも知れませんね。 

 

補足ですが、8番の「ホールにたくさん人が」といった場合には、

「津市久居ホール＝施設にたくさん人が」ということです。ホール

部分とそれ以外の部分とそれぞれ役割の違いがある。劇場法できち

んとホールを運営しようと専門家が入っている場合は、市民参加す

るのはそれ以外の部分かも知れないです。こういった切り分けとい

うのが非常に大事になることだけ、ここで御確認できればと思いま

す。 

 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、本日は終わります。 

 

 

以上 


